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研究成果の概要（和文）：　本研究は、グローバル化する世界における法のありようとして、「憲法の国際化」
と「国際法の憲法化」という現象における両者の接合面に注目し、人権実施における問題点を明らかにしなが
ら、より実効的な人権保障システムに関する理論構築を目指した。その結果、「憲法の国際化」と「国際法の憲
法化」の接合面において比較憲法と国際人権法の積極的接合関係を観察することができ、人権保障の実効性を高
める新たな人権保障システムを構築することは可能であり、そこでのキー概念は多元性、循環性、非階層性であ
ることが析出できた。

研究成果の概要（英文）：The research focuses on the interface of "internationalization of 
constitutional law" and "constitutionalization of international law” in the sphere of human rights 
implementation in order to establish a new theory on human rights protection system which is more 
effective and efficient. The research observes positive interactions between comparative 
constitutional law and international human rights law at the interface, where dynamics of two 
phenomena ( "internationalization of constitutional law" and "constitutionalization of international
 law”) has a potential to build a more effective and efficient system for human rights protection. 
The useful features of the system are pluralistic, circulatory and non-hierarchical. 

研究分野： 憲法学
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１．研究開始当初の背景 
国内法秩序と国際法秩序の関係をどのよ

うにとらえるべきかについて、多極化、多中
心化の著しいグローバル化世界を念頭にお
いて、新たな議論が活発に展開されている。
まず、国際法学では、「国際法の断片化」が
言われる一方、「国際法の憲法化」（「憲法秩
序化」、「立憲化」）も主張された。実際上も、
ヨーロッパ地域においては、ヨーロッパ人権
条約（以下、人権条約）や EU の発展から現
実化している。他方、憲法学では、新たに憲
法と国際法の統一性を模索する機運が高ま
る一方、世界的にもグローバル化世界におけ
る公法学の再構築に注目が集まっていた。し
かも、世界のグローバル化は、比較憲法への
関心を世界的に高めている。 
こうした活発な理論状況を生み出す原因

の一つが、名実ともにプレゼンスを増す国際
人権法の存在である。数多の国際人権条約が
生まれ、多数の国が批准する一方、国際人権
機関は国内の人権実施を促進する役割を高
めている（国際法の憲法化の一つ）、一部の
例外を除き大多数の国は、人権条約の影響下
で、憲法中に人権とそれを保障する統治機構
を規定する段階から、人権を具体化する立法
（人権法、人種差別撤廃法など）や国内人権
機関（人権委員会、人権オンブズマンなど）
を設置する段階に移行している（憲法の国際
化の一つ）。日本でも、最高裁は、近年、国
際人権法を直接適用する代わりに、結論補強
の文脈で、外国法および国際人権法を積極的
に参照している。他方、国際機関の政府報告
審査では、日本のアクチュアルな問題に国際
機関の意見が次々と示されている。 
以上の現状をどのように理論的に説明す

るかは、現在、論者のバックグラウンドや主
たる考察対象によって異なり、百花繚乱とも
呼ぶべき状況にあり、真に公法学の統一性を
模索するのであれば、各論者の理論がどれだ
け現実に基礎づけられるいるかを検証すべ
き段階にある。しかも、日本では、国際法学
と憲法学との相互交流が十分ではなく、グロ
ーバル化する現状にふさわしい、学問領域の
垣根を取り払った理論構築が急務の課題で
ある。また、従来、国内裁判における条約の
適用（理論的には条約の国内法上の地位）に
注目してきたが、上述の多様な現象には、よ
り多角的なアプローチが要請されていた。 
本研究の研究代表者は、地域研究（イギリ

スが中心）を手がかりに、「多層的人権保障
システム」（憲法システムと国際法システム
のいずれも優位的地位に立たず、他方、それ
ぞれが一定程度の自律性を保有しながら、相
互に影響を及ぼし合い、簡単にはお互いを無
視できない関係性の中で人権規範が実効的
に維持される）のモデル構築を試みてきた。
さらに、本研究の研究代表者・研究分担者・
研究連携者（以下、本研究の参加者）の大多
数は、「ヨーロッパ人権裁判所判例研究会」
（2002 年創設）の研究活動を通じて、ヨーロ

ッパ人権裁判所（以下、人権裁判所）の判例
研究およびヨーロッパ地域の「憲法化」の研
究を主軸とする人権保障システム研究を行
ってきた。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、多極化、多中心化の著し

いグローバル化世界における法のありよう
として、人権条約の実施状況に注目し、「憲
法の国際化」と「国際法の憲法化」という現
象における両者の接合面を分析し、人権実施
における問題点を明確にし、公法学の新たな
統一性の可能性を模索し、新たな人権保障シ
ステム理論を構築することである。 
現在、グローバル化世界における公法学の

あり方をめぐって活発な議論が行われ、多様
な理論構築が試みられているが、比較憲法と
国際人権法の多角的な比較実証研究に基礎
をおくことによって、従来築かれてきた欧米
中心的な主権国家体制一辺倒ではない、新た
な人権保障システム理論の構築を企図した。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、「憲法の国際化」と「国際法の
憲法化」の接合面として以下を予定し、比較
実証研究を通じて実像を明らかにする一方、
それを素材として理論構築を行った：①ヨー
ロッパ人権裁判所をはじめとする国際機関
が、これまで扱ったことのない新しい人権問
題について判断する際に、どのような素材を
用いて結論を導出しているか；②国際機関が
用いる解釈手法が国内裁判所の判例にどの
ような影響を与えているか；③判決の履行過
程に着目した、国内の政治部門と国際機関の
判決履行監督機関の関係。 
 研究を推進するために、研究会を、2015 年
度は 4 回、2016 年度は 4 回、2017 年度は 7
回開催した。同時に関係諸機関への調査・研
究交流、学会における学会報告を行うと同時
に、2017 年度には研究のとりまとめおよび国
民・社会への発信のために公開講演会を 2 回
開催した（東京および京都）。さらに、ヨー
ロッパ人権裁判所の判例集を出版するため
の編集会議を平均月 1 回開催した。 
 
４．研究成果 
 上記の研究活動を通じて、「憲法の国際化」
と「国際法の憲法化」の接合面において比較
憲法と国際人権法の積極的接合関係を観察
することができ、新たな人権保障システムを
描くことは可能であり、そこでのキー概念は
多元性、循環性、非階層性であることを析出
することができた。 
具体的には、第一に、人権裁判所は、新し

い問題ゆえにヨーロッパ社会のコンセンサ
スが存在しない状況において、他の条約およ
び人権条約締約国の国内法・国内判例だけで
はなく、非締約国の国内法・国内判例も参照
しており、国際人権法と比較憲法の接合（場
合によっては融合）が検証できた。しかしな



がら、他方で、ヨーロッパ人権条約において
は接合関係が実質的で、拘束力も強いもので
あるために反発を生じさせ、それが国内機関
において一定のバックラッシュ（国際機関の
判断に必ずしも従う必要はないとする態度）
を生じさせていることも観察できた。とりわ
け、難民危機、緊縮財政という文脈で、「一
国第一主義」、ポピュリズムの台頭は顕著で
あり、この動向がどのような影響を今後及ぼ
しうるのか注視する必要がある。 
第二に、国際機関が用いる解釈手法が国内

裁判所に及ぼす影響を、実証研究を通じて明
らかにした。ヨーロッパ人権条約においては、
前述した新たな問題状況が存在しつつも、判
例法理の定着は著しく、問題を解決するシス
テムが多元的に存在し、かつ、判決が履行さ
れるまでシステムの中を循環し続けること、
そして、国際機関と国内機関との間に階層関
係がないことが、人権実施の実効性を挙げる
ことに貢献しているといえる。 
第三に、判決の履行過程に着目した、国内

の政治部門と国際機関の判決履行監督機関
の関係においては、前述したような問題状況
から一定の緊張関係を生じており、これを打
開し実効的な人権保障システムを構築する
ためには、今回、析出した、多元性、循環性、
非階層性というキー概念を伝統的法理論の
中で精錬させる必要がある。 
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